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２－１　総合評価落札方式実施手順
　総合評価落札方式を実施する場合の標準的な手順は次のとおりとする。
所要日数については工事の内容に応じて適宣短縮を図ること。

対象業務の選定とその理由及び
評価項目落札者決定方法の検討

業務担当課等の長*②

◆総合評価方式実施の適否の検討
◆落札決定基準の検討
◆業務担当課等とは，業務を発注する課（室）又
　は地方機関をいう。適宜，数

件分をま
とめて事
前に行な
うことが
出来る。

学識経験者から意見聴取
◆以下の事項について意見聴取
・落札決定基準について留意すべき事項
・落札決定時の意見聴取の必要性＊①

設計書完成

・落札者決定基準の設定
　・入札参加資格条件の設定

物品調達等競争入札委員会
◆落札決定基準の審議
◆入札参加資格条件の審議
◆審議状況は記録に残しておく(５別紙１様式参照)

入札公告 ◆公告文及び価格以外の評価項目・落札者決定基準を明示する。

質問書受付・回答
11日間

質問回答の閲覧

入札書提出期限 ◆総合評価技術資料等提出

総合評価点の算出
◆落札候補者の選定
◆総合評価点が最も高く，入札金額が最も低い者が２者以上ある場合は，くじにより
　落札候補者を決定

開　　　　札

  ・入札参加資格，入札価格の審査
  ・総合評価技術資料提出の有無及
    び記載の有無の審査

◆入札参加資格（登録業種，登録等級，事務所の所在地，優遇措置条件）の審査
◆入札価格が予定価格を超えないことの確認
◆資料提出及び記載の有無について審査
◆「施工計画等」において，各評価項目の中で一つの評価項目でも全く記載がない場合は
　評価しない。
◆上記審査の結果，不適格者には入札参加資格不適格通知書を出す。

数値的判断基準の適用

◆入札価格が調査基準価格を下回る場合に実施。
◆数値的判断基準により適否を判定し，「落札不適当」者は総合評価に入らない
　とともに，履行能力確認調査結果通知書を出す。

価格評価点
の算出

価格以外の
評価点の算出

◆入札参加者が提出する総合評価技術資料に基づき，価格以外の評価点を算出。

業務担当課等の長*② ◆価格以外の評価点の決定

落札者の決定・通知 物品調達等競争入札委員会
◆学識経験者からの意見を聴いた場合，履行能力
　確認調査を行った場合，委員会の審議に付す。
◆審査状況は記録に残しておく（５別紙１様式参照）
◆入札執行者が落札者を決定

　　裏付け資料の確認（落札候補者）
　　　　＊審査結果に応じて次候補に資
　　　　　 料の提出を求める場合がある。

◆落札候補者の価格以外の評価内容の真偽(申し出内容の裏付け)を確認し適否を判断。
◆必要によりヒヤリングを実施
◆入札参加資格（数値的判断基準の適用前に審査した項目を除く）を確認し適否を判断。
◆配置技術者の追加専任が求められている入札者については全員分の技術資料の有無を
　確認する。
◆上記審査の結果，不適格者については，入札参加資格不適格通知書を出す。

履行能力確認調査

◆落札候補者の入札価格が調査基準価格を下回る場合に実施。
（工事費内訳書に基づく調査は原則省略）
◆実施した場合は履行能力確認調査結果について物品調達等競争入札委員会で審議
◆履行能力確認調査で否となった入札者には，履行能力確認調査結果通知書を出す。

落札者の選定 業務担当課等の長*② ◆落札者の仮決定

入札結果の公表

◆公表内容
　①総合評価落札方式を行なう理由　②入札参加条件設定調書
　③積算内訳書　④入札調書
　⑤価格点，価格以外の評価点，総合評価点
　⑥競争入札委員会復命書（調査基準価格を下回る入札があった場合）
　⑦落札者とした理由

契約手続

（学識経験者から意見聴取）
＊①で落札者決定時の意見が必要

であると述べられた場合

◆以下の事項について意見聴取
・価格その他の条件が県にとって最も有利なものの決定であること

*②「業務担当課等の長」の意思決定に当たっては，業務を発注する課（室）又は発注
　　機関の長が委員長となる物品調達等競争入札委員会で審議又は委員会メンバーへの
　　報告等の方法を活用してもよい。その場合，審議結果を記録に残しておく
　（５別紙１様式参照）
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２ 価格評価点の算出方法

（１）価格評価点は，以下の式により算定する。

満点入札率（％）
Ａ＝（設計純工事費×０．９７＋設計現場管理費×０．８５＋設計一般管理費×０．６３）÷設計額×１００

ただし，９２％を超える場合は，９２％に置き換える。

価 ①（Ａ％＜入札率≦１００％）の場合

格 入札率105%における価格評価点が０点

の２点を通る

評 入札率Ａ%における価格評価点を70点

価 ｘ
２

/a
２

+y
２

/b
２

=1（b>a>0）で示される楕円の式により算出される以下のyの値（正）とする。

点 ◆価格評価点 ｙ＝（b
２

×（1－ｘ
２

/a
２

））
1/2

y：価格評価点

x：入札率－Ａ

a：105－Ａ

b：70点

②（Ａ％≧入札率）の場合（レベル区間）

入札率Ａ%以下は，価格評価点の満点を一定とする。

◆価格評価点 ｙ＝70点

価格評価点算定グラフ
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準額に応じて満点ラインが変動する

満点ラ インが変動
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３ 価格以外の評価点の算定方法

（１）価格以外の評価点

価格以外の評価点は，入札参加者が提出した総合評価技術資料（「様式－地１～２」）に基づき

算定した評価点の合計とする。評価の視点の「技術力」，「社会性」，「地域性」については，入札

参加者の申告により評価し，「業務計画等」については，入札参加者の記載内容を発注者が評価

を行い，評価点を算定する。

（２）総合評価技術資料の提出が無い者の取り扱い

総合評価技術資料の提出が無い者は無効とする。

（３）総合評価技術資料に記載の無い者の取り扱い

●無効とする場合

・「様式－地１～２」に全く記載がない場合

・「様式－地２」の施工計画等の評価項目の内，いずれかひとつの評価項目でも全く記載が無い場

合

（４）技術力，社会性，地域性に関する評価

技術力，社会性，地域性に関する評価は入札参加者の申告を最大点とし，以下の取り扱いによ

り発注者が行う修正評価は減点措置のみとする。

（５）虚偽の申告による入札の取り扱い

虚偽の申告とは，故意に入札参加者が有している実績以上の内容で申告をし，実績資料の確認

において入札参加者が説明できない架空の申告をしたことが明らかになった場合とし，当該入札を

無効とする。

（６）錯誤の申告による入札の取り扱い

錯誤の申告とは，入力ミスや判断ミスで，入札参加者が有している実績と異なった内容で申告を

した場合等とする。実績資料の確認において，錯誤の申告による過大申告が明らかになった場合に

は，発注者は当該評価項目の評価を最低点に修正する。（入札参加者の実績が中間点であること

が明らかな場合でも，最低点に修正する。）しかし，錯誤の申告による過小申告が明らかになった

場合には，入札参加者の申告点の修正は行わない。

・錯誤又は虚偽の判断については，別紙「評価項目の錯誤及び虚偽の判断基準」を参照のこと。

・「様式－地１」と「参考資料－１，２」との申告内容が異なっている場合及び「参考資料－１，２」

に記載されている実績が要件を満たさない場合には，別途，要件を満たす実績資料が提出さ

れれば，それをもって申告内容の裏付け資料とすることが出来るものとする。

（７）不誠実な行為（過去３ヶ月）の有無の取り扱い

公告日の翌日以降落札者の決定までの間に，別紙２「価格以外の評価項目における評価基準」

の「５．不誠実な行為の有無」で規定する不誠実な行為が確認された場合は，発注者が評価時に

減点措置を講じるものとする。
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４ 落札者の決定方法

（１）落札候補者の決定

入札価格が予定価格の範囲内の価格をもって入札した者のうち，総合評価点の最も高い者を落

札候補者とする。

（２）総合評価点が同点の場合の取り扱い

総合評価点が最も高い者が２者以上あるときは，入札価格が低い者を落札候補者とし，入札価

格も同じ者が２者以上あるときは，くじにより落札候補者を決定する。

（３）落札候補者の確認審査

落札候補者から提出された実績資料等に基づき，落札候補者の価格以外の評価内容の真偽（申

し出内容の裏付け）を確認し，適否を判断する。落札候補者の価格以外の評価点の修正評価は，

３（4）～（7）によるものとする。

（4）配置する技術者に対するヒアリング

落札候補者の確認審査にあたり，必要に応じて配置する技術者に対するヒアリングが出来るもの

とする。その場合，例えば以下の項目について確認する。

・配置する技術者の経歴，資格

・当該業務の履行上の課題，特に配慮すべき事項の有無，技術的所見

・当該業務に関する質問の有無等

（5）調査基準価格を下回る入札について

調査基準価格を下回る入札価格の落札候補者については，履行能力確認調査を行った上で適否

を判断する。

（６）落札者の決定

（３）及び入札参加資格の確認，及び（５）の履行能力確認調査の結果，落札者として適当と

認める場合は，落札者とみなす。

（7）配置する技術者の取り扱い

・配置する技術者（監理技術者又は主任技術者）の変更は，業務に支障が無い限り認める。

・変更する場合は，同等の資格を持つものとする。
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虚偽

点数変更なし 最低点再評価 企業実績どおりの評価 無効

工事成績評定
(過去５年間の平均）

・成績より下位配点区分で
の申告
・点数が違っているが同配
点区分の場合

・評価対象とする期間外の工事成績評
定の申告
・成績より上位配点区分での申告で転記
ミス等説明できる場合
・宮城県以外の発注工事成績の申告等

説明できない架空の申
告をした場合

地理的条件 ・所在の評価を低く申告 ・所在の評価を高く申告
・転記ミス等説明できる場合等

説明できない架空の申
告をした場合

機械保有状況 ・保有状況の評価を低く申
告

・保有状況の評価を高く申告
・転記ミス等説明できる場合等

説明できない架空の申
告をした場合

技術職員数 ・技術者の評価を低く申告 ・技術者の評価を高く申告
・転記ミス等説明できる場合等

説明できない架空の申
告をした場合

業務理解度

同種業務の経験（過去５年間） ・評価を低く申請 ・評価対象とする期間外に引き渡しを受
けた業務の経験の申告
・実績対象発注者以外の業務経験の申
告
・同種業務や当該業務の認識違いによ
る申告

説明できない架空の申
告をした場合

　配置する
　技術者
　評価

技術者が有する技術資格 ・評価を低く申請 ・資格の認識違い，転記ミス等説明でき
る場合等

説明できない架空の申
告をした場合

建設業退職金共済制度導入
の有無

退職一時金・企業年金制度導
入の有無

・導入状況より少ない申告
・制度の認識違い，転記ミス等説明でき
る場合等

説明できない架空の申
告をした場合

ＩＣＴ活用証明書・週休2日実施
証明書の有無

・証明書の評価を低く申告
・制度の認識違い，転記ミス等説明でき
る場合等

説明できない架空の申
告をした場合

女性活躍推進 ・認証の評価を低く申告
・制度の認識違い，転記ミス等説明でき
る場合等

説明できない架空の申
告をした場合

宮城県または宮城県内の市
町村の管理する道路の除融
雪業務の実績
 (過去５年間）

・管内の評価を低く申告 ・評価対象とする期間外の実績の申告・
国又は他県発注の工事実績の申告
・道路管理者の除雪計画等に基づかな
い実績を申告
・管内実績の認識違いによる申告等

説明できない架空の申
告をした場合

宮城県または宮城県内の市
町村の施設管理業務の実績
（過去１０年間）

・実績の評価を低く申告 ・評価対象とする期間外の実績の申告
・国又は他県発注の工事実績の申告
・実績の認識違いによる申告等

説明できない架空の申
告をした場合

宮城県のスマイルサポーター
としての実績（過去５年間）

・管理者や管内の評価を
低く申告

・評価対象とする期間外の実績の申告
・県の実績の認識違いによる申告等

説明できない架空の申
告をした場合

防災協定締結の有無 ・協定者や管内の評価を
低く申告

・協定者や管内の評価
　を認識違いにより高く申告等

説明できない架空の申
告をした場合

災害対策基本法に基づく指定
公共機関等の有無

・指定地方公共機関を低く
申告

・指定公共機関を指定地方公共機関と
認識違いにより高く申告等

説明できない架空の申
告をした場合

災害時の配備体制及び訓練
実施の有無（過去１年間）

・実績の評価を低く申請 ・公共土木施設災害に関係しない訓練
等を申告
・評価対象とする期間外の実績の申告
・県外での実績

説明できない架空の申
告をした場合

「実績の有無（過去５年間）｣ ・管内の評価を低く申告 ・評価対象とする期間外の実績の申告・
県内の実績を認識違いにより高く申告等

説明できない架空の申
告をした場合

業務，体制等の工夫

地域特性の理解度

 不誠実な行為の有無 過去３ヶ月以前の不誠
実な行為の申告

・認識違い，転記ミス等説明ができる場
合

・公告日の翌日以降落札
者の決定までに該 当行
為があった場合 は，発注
者が減点措置を講じる。

故意に入札公告日以
前の該当行為を申告し
ない場合

技
術
力

企業評価

減点項目

労働福祉

※評価項目の錯誤及び虚偽の判断基準の例

評価の視点 評　価　項　目

錯誤

社
会
性

対象外（入札参加者の自己申告で評価し工事完了時に発注者が申告状況を確認）

社
会
性

業
務
計
画
等

注１）「様式地－１」と「参考資料－１」との申告内容が異なっている場合及び「参考資料－１」に記載されている実績が要件
       を満たさない場合には，別途，要件を満たす実績証明資料が提出されれば，それをもって申告内容の裏付け資料とすることが出来るものとする。

生産性向上
・働き方改
革

発注者が指定した評
価項目のいち１項目で
も全く記載が無い場合
開札後ヒアリングの指
定日時に配置技術者
が出席できない場合

業務計画等

様式-地2の各「評価の視点」について
１視点以上記載がありその他の視点に
は記載が無い場合，記載の無い視点は
「不適切（-1点）」とする

地域・貢献

災害時地域
貢献
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評価基準 配点 評価点
評価点
持ち点

７５点未満または実績なし 0 0.00

７５点以上７８点未満 1 0.45

７８点以上８０点未満 2 0.90

８０点以上８２点未満 3 1.35

８２点以上 4 1.80

下記以外 0 0.00

業務箇所を所管する土木事務所管内に本社・本店が１０年以上２０年未満所在 2 0.90

業務箇所を所管する土木事務所管内に本社・本店が２０年以上所在 4 1.80

下記以外 0 0.00

自社保有（リース含む）による建設機械保有台数が指定台数未満，1/2以上 2 0.90

自社保有（リース含む）による主要建設機械保有台数が指定台数台以上 4 1.80

下記以外 0 0.00

指定する区域に在住している技術職員数が2指定人数未満，1/2以上 2 0.90

指定する地域に在住している技術職員数が指定人数以上 4 1.80

実績なし 0 0.00

実績あり 1 0.45

当該業務の受注実績あり 2 0.90

資格無し（実務経験） 0 0.00

2級土木施工管理技士 1 0.45

1級土木施工管理技士 2 0.90

小計 20 9.00

自社未導入 0 0.00

自社導入 2 0.75

未導入 0 0.00

導入済み 2 0.75

実績なし 0 0.00

ＩＣＴ活用証明書または週休２日実施証明書を取得 2 0.75

下記以外 0 0.00

本県が実施する「女性のチカラを活かす企業」で認証されている 2 0.75

小計 8 3.00

実績なし 0 0.00

市町村の管理する道路の除融雪業務の実績あり 2 0.85

県の管理する道路の除融雪業務の実績あり 4 1.69

県が管理する道路の除融雪業務の実績ありかつ土木事務所管内での実績あり 6 2.54

実績なし 0 0.00

県または市町村の施設管理業務を１回以上３回未満の実績あり 2 0.85

県または市町村の施設管理業務を３回以上５回未満の実績あり 4 1.69

県または市町村の施設管理業務を５回以上の実績あり 6 2.54

実績なし 0 0.00

県のスマイルサポーターとしての実績あり 1 0.42

県のスマイルサポーターとしての実績ありかつ土木事務所管内での実績あり 2 0.85

防災協定なし 0 0.00

県以外（国，市町村）との防災協定（配備体制含む）あり 1 0.42

県との防災協定（配備体制含む）あり 2 0.85

県との防災協定（配備体制含む）ありかつ業務箇所を所管する土木管内に本社・本店あり 3 1.27

指定なし 0 0.00

災害対策基本法に基づく指定公共機関（国指定） 2 0.85

災害対策基本法に基づく指定地方公共機関（県指定） 4 1.69

実績なし 0 0.00

実績あり 1 0.42

実績なし 0 0.00

実績あり 2 0.85

実績ありかつ土木事務所管内での実績あり 4 1.69

小計 26 11.00

23.00

7.00

30.00

文書での改善指示複数回目（工事成績の減点措置複数件） -2 -8.00

文書での改善指示１回目（工事成績の減点措置１件） -0.5 -2.00

なし 0 0.00

30.00

3.00ＩＣＴ活用証明書・週休2日実施証明書の有
無

労働福祉

生産性向
上・働き方

改革

建設業退職金共済制度導入の有無

退職一時金制度・企業年金制度導入の有
無

不誠実な行為の有無

地
域
性

県内での
災害時に
おける地
域貢献の
実績

地域特性の理解度

配置する
技術者
の評価

合　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

社
会
性

女性活躍推進

中　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

減
点

実績の有無（過去５年間）

0.00

7.00

評　点　満　点　の　合　計

中　　　　　　　　　　　　　　　　　　計
業
務
計
画
等

業務計画等
業務，体制等の工夫

地域貢献

宮城県のスマイルサポーターとし
ての実績（過去５年間）

宮城県または県内市町村の管理する道路
の除融雪業務の実績（過去５年間）

11.00

宮城県または県内市町村の施設管理業務
の実績（過去５年間）

協定の有無

災害対策基本法に基づく指定地方公共機
関等の有無

災害時の配備体制及び訓練実施の有無
（過去１年間）

　別紙１　評価以外の評価項目及び評価点

評価の視点 評　価　項　目

技
術
力

地理的条件

機械保有状況

企業評価

工事成績評定(過去５年間の平均）

技術者が有する技術資格

9.00

技術職員数

業務理解
度

同種業務の経験（過去５年間）
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別紙２ 価格以外の評価項目における評価基準
※以下の価格以外の評価項目の条件において「入札公告日まで」とは入札公告日の当日を含むこととする。

※土木事務所管内とは，大河原，仙台，北部，栗原，東部，登米，気仙沼の土木事務所，地域事務所の管内とする。

１．技術力

１）企業評価

①企業の工事成績評定（過去暦年５年間の平均）

配点 評価 評 価 基 準
０ － 75点未満または実績なし
１ 標準 75点以上 78点未満
２ 良 78点以上 80点未満
３ 良 80点以上 82点未満
４ 優良 82点以上

宮城県建設工事競争入札参加資格登録承認者名簿記載点数とする。（同名簿記載点数が過去暦年５年間の平均とな●
っている。）

当該業務に共同企業体や組合として入札参加する場合には，構成員いずれかの工事成績評定を対象とすることができ●
る。

②地理的条件

配点 評価 評 価 基 準
０ － 業務箇所を所管する土木事務所管内に本社・本店が１０年未満所在または所在なし
２ 良 業務箇所を所管する土木事務所管内に本社・本店が１０年以上２０年未満所在
４ 優良 業務箇所を所管する土木事務所管内に本社・本店が２０年以上所在
当該業務入札公告日において，当該業務箇所を所管する土木事務所管内に，建設工事入札参加登録に届け出のある●

本社・本店が１０年以上所在している企業を対象とする。

なお，複数の管内に業務範囲がおよぶ場合は，いずれかの管内に本社・本店が所在していれば認める。●
当該業務に共同企業体や組合として入札参加する場合には，構成員いずれかの本社・本店の所在地を対象とすること●

ができる。

③機械保有状況

配点 評価 評 価 基 準
０ － 下記以外
２ 良 自社保有（リース含む）による建設機械保有台数が指定台数未満，1/2以上
４ 優良 自社保有（リース含む）による主要建設機械保有台数が指定台数台以上
当該業務入札公告日に有効な経営事項審査（決算日から１年７ヶ月有効）で申請している建設機械を対象とする。●
対象となる台数は発注者が別途設定する（例：良評価７台以上１５台未満，優良評価１５台以上）●

建設機械とはショベル系掘削機，ブルドーザー，トラクターショベル，モーターグレーダー，大型ダンプ車（主として建設業●
の用途に使用するもの），移動式クレーンをいう。

リースは受注者自身がリースする場合は対象となるが，下請負業者がリースする場合は対象とならない。●

当該業務に共同企業体及び組合として入札参加する場合は，構成員いずれかの保有台数を対象とすることができる。●

④技術職員数

配点 評価 評 価 基 準
０ － 下記以外
２ 良 指定する区域に在住している技術職員数が指定人数未満，1/2以上
４ 優良 指定する地域に在住している技術職員数が指定人数以上

当該業務入札公告日に有効な経営事項審査（決算日から１年７ヶ月有効）で申請している技術職員名簿のうち，当該業●
務入札公告日時点で当該業務の業務区域に在住している者を対象とする。

対象となる人数は発注者が別途設定する（例：良評価５人以上１０人未満，優良評価１０人以上）●
当該業務に共同企業体及び組合として入札参加する場合は，構成員いずれかの技術職員を対象とすることができる。●
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２）業務理解度
①同種業務の経験

配点 評価 評 価 基 準
0 － 実績なし
1 標準 実績あり
２ 優良 当該業務の受注実績あり
同種業務とは，発注者が指示する業種を含む業務とし，元請として履行した実績を対象とする。●

国，都道府県又は政令指定都市，宮城県道路公社，宮城県住宅供給公社，宮城県土地開発公社，日本下水道事業●

団，市町村及び特殊法人等の発注した業務を対象とする。
特殊法人等とは「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する施行令」第一条に規定する特殊法人等の範囲とする。●

当該業務の受注実績とは，継続して発注されている業務であり発注者が指示する業務とする。●
当該業務の開札日の属する年度の直前５ヶ年度，及び当該業務入札公告日までに完了した業務を対象とする。●

当該業務に共同企業体及び組合として入札参加する場合は，構成員いずれかの同種業務の経験を対象とすることがで●
きる。

共同企業体又は組合としての実績を認める場合は，構成員としての出資比率２０％以上のものに限る。ただし，構成員●
としての同種工事を分担工事として経験した場合は，出資比率に関係なく認める。

３）配置する技術者の評価
①技術者が有する技術資格

配点 評価 評 価 基 準
０ － 資格無し
１ 標準 2級土木施工管理技士
２ 優良 1級土木施工管理技士
当該業務入札公告日までに合格証明証を受けた技術者を対象とする。●
当該業務における監理・主任技術者を対象とする。●

当該業務に共同企業体や組合として入札参加する場合には，専任で配置する技術者とする。なお，専任技術者が複数●
名となる場合は，専任で配置する技術者のうち，いずれかの技術者資格を対象とすることができる。また，専任を要しな

い場合は，構成員いずれかの技術者資格を対象とすることができる。

２．社会性

１）労働福祉
①建設業退職金共済制度導入の有無

配点 評価 評 価 基 準
０ － 自社未導入
２ 標準 自社導入

当該業務入札公告日に有効な経営事項審査（決算日から１年７ヶ月有効）の評価結果を対象とする。ただし，経営事項●
審査時以降に導入した場合，「建設業退職金共済事業加入・履行証明書（経営事項審査申請用）」により確認するものと

し，入札公告に記載の総合評価技術資料提出受付期間の初日から過去１年以内，及び総合評価技術資料提出受付期
限までに証明されたものを有効とすることができる。

当該業務に共同企業体や組合として入札参加する場合には，構成企業全てを対象とする。●

②退職一時金制度・企業年金制度導入の有無

配点 評価 評 価 基 準
０ － 未導入
２ 優良 導入済み

対象となる制度は下記のいずれかとする。●

・退職一時金制度 「労働協約」または「就業規則」に退職手当に関する事項について定めがある場合

中小企業退職金共済制度，特定退職金共済団体制度

・企業年金制度 厚生年金基金制度，適格退職年金制度，確定給付企業年金制度，確定拠出年金制度

当該業務入札公告日に有効な経営事項審査（決算日から１年７ヶ月有効）の評価結果を対象とする。ただし，経営事項●

審査時以降に導入した場合，入札公告日における導入状況で評価することができる。
当該業務に共同企業体や組合として入札参加する場合には，構成企業全てを対象とする。●
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２）生産性向上・働き方改革
①ＩＣＴ活用証明書・週休２日実施証明書の有無

配点 評価 評 価 基 準
0 － 実績なし
２ 標準 ＩＣＴ活用証明書または週休２日実施証明書を取得

本県の発注機関が発行する「ＩＣＴ活用証明書」及び「週休２日実施証明書」のいずれかを取得した，当該業務における●

監理・主任技術者を評価対象とする。

公告日において発行日から２年以内の証明書を対象とする。●
国土交通省や本県を除く東北各県及び仙台市が，当該業務における監理・主任技術者または企業に発行したＩＣＴ又は●

週休２日の証明書も有効とし，期限は同上とする。
当該業務に共同企業体及び組合として入札参加する場合は，構成員いずれかの，当該業務における監理・主任技術者●

または，構成員いずれかの企業に発行された証明書を対象とする。

②女性活躍推進

配点 評価 評 価 基 準
0 － 実績なし
２ 優良 本県が実施する「女性のチカラを活かす企業」で認証されている

当該業務入札公告日において本県が実施する「女性のチカラを活かす企業」で認証されていれば対象とする。●

当該業務に共同企業体及び組合として入札参加する場合は，構成員いずれか認証されていれば対象とすることができ●
る。

３．地域性

１）地域貢献
①宮城県または県内の市町村が管理する道路の除融雪業務の実績（過去５年間）

配点 評価 評 価 基 準
０ － 実績なし
２ 標準 市町村が管理する道路の除融雪業務の実績あり
４ 良 県が管理する道路の除融雪業務の実績あり
６ 優良 県が管理する道路の除融雪業務の実績あり

かつ工事箇所を所管する土木事務所管内での実績あり
「道路の除融雪業務」とは，宮城県又は県内の市町村の発注業務で，冬期間を通じ出動基準等に基づき，除雪作業，運●
搬排雪作業，凍結防止剤散布作業，雪道パトロール等を実施する業務とする。

当該業務の開札日の属する年度の直前５ヵ年度及び当該工事入札公告日までにおける元請としての実績を対象とす●
る。（当該工事の入札公告日までの契約で，契約期間中の業務を含む。）

道路管理業務（施設管理業務）と合併した道路除融雪業務は実績の対象とする。（道路管理業務（施設管理業務）と道●
路除融雪業務を合併した契約の場合は，両方の実績を認める。）

単発で工期，区間を定めて発注される除雪，雪庇の除去等を実施する業務は対象外とする。●
道路除融雪業務を宮城県又は県内の市町村と覚書，協定等の形式で実施している場合も対象とするが，その場合に●

は，道路管理者の除雪計画等に基づき業務を実施した実績を要する。

当該業務に共同企業体や組合として入札参加する場合には，構成員いずれかの実績を申告することができる。●
複数の管内に業務範囲がおよぶ場合は，いずれかの管内での実績があれば実績として認める。●

共同企業体（甲型ＪＶ）として除融雪業務の実績がある場合は，全ての構成員の実績とみなす。ただし，共同企業体（乙●
型ＪＶ）の構成員又は組合の組合員は分担工事（業務）として除融雪業務の実績がある場合のみ認める。
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②宮城県または県内の市町村の施設管理業務の実績（道路除融雪業務を除く）（過去５年間）

配点 評価 評 価 基 準
０ － 実績なし
２ 標準 県または市町村の施設管理業務を１回以上３回未満の実績あり
４ 良 県または市町村の施設管理業務を３回以上５回未満の実績あり
６ 優良 県または市町村の施設管理業務を５回以上の実績あり

「施設管理業務」とは，宮城県又は県内の市町村の発注業務で，一定期間を通じ管理者の指示等に基づき，宮城県又●

は県内の市町村の管理施設の巡視・巡回，除草，伐木，除根，補修，清掃，除融雪（道路除融雪業務を除く）等を実施す
る業務とする。

当該業務の開札日の属する年度の直前５ヵ年度及び当該業務入札公告日までにおける元請としての実績を対象とす●
る。（当該業務の入札公告日までの契約で，契約期間中の業務を含む。）

道路除融雪業務と合併した施設管理業務は実績の対象とする。（道路除融雪業務と施設管理業務を合併した契約の場●

合は，両方の実績を認める。）
単発で工期，区間を定めて発注される除草，補修等を実施する業務は対象外とする。●

維持管理業務を宮城県又は県内の市町村と覚書，協定等の形式で実施している場合も対象とするが，その場合には，●
実際の業務実績を要する。

当該業務に共同企業体や組合として入札参加する場合には，構成員いずれかの実績を申告することができる。●
複数の管内に業務範囲がおよぶ場合は，いずれかの管内での実績があれば実績として認める。●

共同企業体（甲型ＪＶ）として施設管理業務の実績がある場合は，全ての構成員の実績とみなす。ただし，共同企業体●
（乙型ＪＶ）の構成員又は組合の組合員は分担工事（業務）として施設管理業務の実績がある場合のみ認める。

③宮城県のスマイルサポーターとしての実績（過去５年間）

配点 評価 評 価 基 準
０ － 実績なし
１ 良 県のスマイルサポーターとしての実績あり
２ 優良 県のスマイルサポーターとしての実績あり

かつ工事箇所を所管する土木事務所管内での実績あり
「スマイルサポーター」とは入札参加者や加入する団体が宮城県のスマイルサポータ（「スマイルロードサポーター」「スマ●

イルリバーサポーター」「スマイルビーチサポーター」「スマイルポートサポーター」「みやぎふれあいパークサポーター」）
として認定され，清掃，除草，緑化などの美化活動を行った実績とする。

当該業務入札公告日において，スマイルサポーターとして認定が継続されており，当該業務の開札日の属する年度の●
直前５ヵ年度の活動実績を対象とする。

企業ぐるみでの活動を対象とするため，社員等が個人的に認定団体に参加しているものは対象外とする。●

当該業務に共同企業体や組合として入札参加する場合には，構成員いずれかの実績を申告することができる。●
実績資料（落札候補者のみ提出）は，「スマイルサポーターに関する覚書」「スマイルサポーター実績報告」「スマイルサ●

ポーター構成員名簿」の写しとする。また，入札参加者の所属する団体がスマイルサポーターとして認定を受けている場
合には当該団体に加入していることを証する書類を提出する。

複数の管内に業務範囲がおよぶ場合は，いずれかの管内での実績があれば実績として認める。●

④県内での災害時における地域貢献の実績

・防災協定締結の有無（指定地方公共機関等の団体においては，当該機関の業務と同等の目的で締結
した協定を除く）

配点 評価 評 価 基 準
０ － 防災協定なし
１ 標準 県以外（国，市町村）との防災協定（配備体制等含む）あり
２ 良 県との防災協定あり（配備体制等含む）
３ 優良 県との防災協定あり（配備体制等含む）

かつ工事箇所を所管する土木事務所管内に本社・本店あり
入札公告日において県，国又は県内の市町村と防災活動に関する協定締結の有無を対象とする。●

ただし，指定公共機関及び指定地方公共機関である団体が，指定公共機関及び指定地方公共機関の業務と同等の目●
的で締結した防災協定は除く。

県との防災協定は県内全域に拠点等を有し，支援体制を確保できる各種業界団体と締結することを基本とする。●
当該業務に共同企業体や組合として入札参加する場合には，構成員いずれかの協定を申告することができる。●

確認資料（落札候補者のみ提出）は防災協定の写し及び防災活動に対し一定の役割を果たすことを証明する書類（配●

備体制図又は配備要領等が明示されているもの）とする。また，入札参加者の所属する団体が防災協定を締結してい

る場合には当該団体に加入していることを証する書類を提出する。
複数の管内に工事範囲がおよぶ場合は，いずれかの管内での実績があれば実績として認める。●
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・災害対策基本法に基づく指定地方公共機関等の有無
配点 評価 評 価 基 準
0 － 指定なし
2 良 災害対策基本法に基づく指定公共機関（国指定）
4 優良 災害対策基本法に基づく指定地方公共機関（県指定）

入札公告日において災害対策基本法に基づく指定公共機関または指定地方公共機関の有無を対象とする。●

当該業務に共同企業体や組合として入札参加する場合には，構成員いずれかの指定状況を申告することができる。●
指定公共機関とは，入札公告日において災害対策基本法第２条第５項に基づき内閣総理大臣の指定を受けた団体等●

をいう。（団体一覧表 http://www.bousai.go.jp/taisaku/soshiki/s_koukyou.html ）
指定地方公共機関とは，入札公告日において災害対策基本法第２条第６項に基づき宮城県知事の指定を受けた団体●

等をいう。（団体一覧表 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kikitaisaku/km-sitei-miyagi.html ）

確認資料（落札候補者のみ提出）は入札参加者の所属する団体が災害対策基本法に基づく指定公共機関または指定●
地方公共機関に指定されている場合，入札公告日において当該団体に加入していることを証する書類を提出する。

・災害時の配備体制及び訓練実施の有無（過去１年間）
配点 評価 評 価 基 準
0 － 実績なし
１ 優良 実績あり
災害時の配備体制に基づき，防災協定の目的を達成するための訓練や公共土木施設災害の応急対応等に資する訓練●
の実績を対象とする。

配備訓練の実績は当該業務の開札日の属する年度の直前１年度，及び当該業務入札公告日までの宮城県内での実●
績を対象とする。

当該業務に共同企業体や組合として入札参加する場合には，構成員いずれかの実績を申告することができる。●
入札参加者は「（参考資料－２）災害時対応の実績説明資料」に必要事項を記載し提出する。●

確認資料（落札候補者のみ提出）は下記のすべてとする。●

・災害時の配備要領または配備体制図等

・配備訓練実施計画に基づき落札候補者が訓練を実施したことを確認できる資料

・配備訓練実施状況写真

・災害時における地域貢献の実績の有無(過去５年間）
配点 評価 評 価 基 準
０ － 実績なし
２ 良 実績あり
４ 優良 実績あり

かつ工事箇所を所管する土木事務所管内での実績あり
災害等発生時における巡回パトロール，応急対策，救援活動等の地域貢献の実績を対象とする。●
「家畜伝染病の発生時における緊急対策業務への協力に関する協定書」に基づく実績も可とする。●

当該業務の開札日の属する年度の直前５ヵ年度及び当該工事入札公告日までにおける，宮城県内での実績を対象と●
する。

契約に基づく対価の支払いを受けたもの又は受ける予定のものは対象としない。（協定等に基づく実費弁償を受けてい●
るものは対象とする）

義援金，募金，援助物資等の金品の提供のみについては対象としない。●

当該業務に共同企業体や組合として入札参加する場合には，構成員いずれかの実績を申告することができる。●
実績資料（落札候補者のみ提出）は災害時地域貢献に対しての国，県又は市町村の証明書（公印又は担当職員２名の●

記名押印）とする。

複数の管内に業務範囲がおよぶ場合は，いずれかの管内での実績があれば実績として認める。●
活動に関する覚書，協定又は活動要領等に基づかない活動は，これらの資料は提出不要であるが，活動を証明できる●

実績資料を適切に提出すること。
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４．業務計画等
業務の体制や理解度を書面により評価を行うもの。

１）業務計画等
①課題1 業務，体制の工夫

【記入内容】
この業務における連絡体制，安全確保，緊急時の初動体制についての方針及び工夫していることに
ついて記入する。

【判断基準】
業務の内容を十分に理解し，適切な体制を確保したうえで，さらに工夫が見られるか。

配点 評価 評 価 基 準
0 不適切 業務内容を理解していないなど不適切な記載
10 可 仕様書で規定されている内容程度以下
20 良 仕様書で規定されている内容を踏まえ工夫が見られる
40 優良 仕様書で規定されていない重要な事項や優位な工夫が見られる

②課題２ 地域特性の理解度
【記入内容】

この業務における地域特性を把握し，その克服方法やその工夫について記入する。

【判断基準】
業務の地域特性を地理的，気象的，住民視点から十分に理解し，工夫が見られるか。

配点 評価 評 価 基 準
0 不適切 業務内容を理解していないなど不適切な記載
10 可 仕様書で規定されている内容程度以下
20 良 仕様書で規定されている内容を踏まえ工夫が見られる
40 優良 仕様書で規定されていない重要な事項や優位な工夫が見られる

５．不誠実な行為の有無（減点項目）
①不誠実な行為（過去３ヶ月）の有無

配点 評価 評 価 基 準
-2 著しく劣る 文書での改善指示複数回目（工事成績の減点措置複数件）
-0.5 劣る 文書での改善指示１回目（工事成績の減点措置１件）
0 標準 なし
入札参加者は入札公告日を含む直前３ヶ月間において，不誠実な行為がある場合に自己申告する。●

対象となる要件は以下のとおり。●

①宮城県建設工事入札参加登録業者等指名停止要領第９条による書面での警告措置がなされた場合。

②宮城県の別工事で総合評価技術資料に虚偽の申告等があり，入札が無効となった場合。

③県工事成績調書作成要領・工事成績調書の考査項目別採点運用表の評価項目で規定された以下の事項

について監督職員からの文書による改善指示が行われた場合

（改善指示事項）

・施工体制の不備

・配置技術者の不備

・設計図書との不適箇所の改造請求

・契約図書に基づく施工上の義務に対する改善請求
・請負者の責による工程管理の不備

・安全対策に関する現場管理又は防災体制が不適切

・関係法令に違反する恐れがある場合

・出来型管理が不備である場合

・品質管理が不備である場合 等

公告日の翌日以降落札者の決定までの間に，上記で規定する不誠実な行為が確認された場合は，発注者が評価時に●
減点措置を講じるものとする。
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評　価　項　目 　　　　　　　　実績資料（落札候補者のみ） 確認方法（落札候補者のみ） 確認
結果

確認内容

企業の工事成績評定
（過去暦年５年間の平均点）

・資料不要 ・下記により確認
※みやぎ行政イントラネット＞契約課－建設工事入札参加
登録業者情報＞建設工事入札参加登録業者データの基本
情報（Excel）
http://zao.intra.pref.miyagi.jp/keiyaku/gyousya.htm

地理的条件 【主たる営業所（本社・本店）の所在（10年以上）】
・登記事項証明書（履歴事項全部証明書に限る）の写し
・登記事項証明書で証明できない場合は，公的に証明でき
る資料の写し（入札参加登録や建設業許可または変更届
等，申告年以上所在していることが確認できる資料の写し）

・左記資料により確認

機械保有状況 ・当該業務入札公告日に有効な経営事項審査で申請してい
るその他の審査項目（社会性）

・左記資料により確認

技術職員数 ・当該業務入札公告日に有効な経営事項審査で申請してい
る技術者職員名簿
・評価対象となる技術者の所在地が確認できる資料（保険
証や運転免許証の写し等）

・左記資料により確認

業務理解度

同種業務の経験（過去５年間） ・実績が確認できる契約図書の写し ・左記資料により確認

配置する技
術者の評価

技術者が有する技術資格 ・合格証明書の写し ・左記資料により確認

建設業退職金共済制度導入の有無 ・資料不要
【経営事項審査以降に導入した場合】
・建設業退職金共済事業加入・履行証明願（経営事項審査
用）を工事完成時に確認

・入札者の申告点のままとする。
※工事完成時に確認

退職一時金・企業年金制度導入の有無 ・資料不要(CIICへの登録が未了の場合には「経
　営規模等評価結果通知書」の写し）
【経営事項審査以降に導入した場合】
・加入証明書等の写し

・下記により確認または左記資料により確認
※財団法人建設業情報管理センター（CIIC)HP＞経営事項
審査結果の公表http://www7.ciic.or.jp/

ＩＣＴ活用証明書・週休2日実施証明書の
有無

・宮城県が発行する証明書の写し
・国土交通省，本県を除く東北各県，仙台市で発行する証
明書の写し

・左記資料により確認

女性活躍推進 ・本県が実施する「女性のチカラを活かす企業」認定書の写
し

・左記資料により確認

当該工事に係る県内企業の活用計画割
合

・資料不要 ・入札者の申告点のままとする。
※工事完成時に確認

宮城県または県内の市町村が管理する
道路の除融雪業務の実績
（過去５年間）

・契約書写し（合併された契約の場合で，契約書写しのみで
実績が確認できない時は，契約書及び仕様書の写し）
【覚書，協定等による業務の場合】
・覚書，協定等の写し及び業務実績を証明する契約書
　等の写し

・左記資料の確認

宮城県または県内の市町村の施設管理
業務実績（道路除融雪業務を除く）
（過去５年間）

・契約書写し（合併された契約の場合で，契約書写しのみで
実績が確認できない時は，契約書及び仕様書の写し）
【覚書，協定等による業務の場合】
・覚書，協定等の写し及び業務実績を証明する契約書
　等の写し

・左記資料の確認

宮城県のスマイルサポーターとしての実
績
（過去５年間）

・スマイルサポーターに関する覚書
・スマイルサポーター実績報告
・スマイルサポーター構成員名簿
【入札参加者の所属する団体がスマイルサポーターとして
認定を受けている場合】
・当該団体に加入していることを証する書類

・左記資料の確認

防災協定締結の有無 ・防災協定書の写し
・入札参加者の所属する団体が防災協定を締結している場
合は，当該団体に加入していることを証する書類

・左記資料の確認

災害対策基本法に基づく指定地方公共
機関等の有無

・災害対策基本法に基づく指定公共機関または指定地方公
共機関として指定を受けた団体に加入していることを証する
書類

・左記資料の確認

災害時の配備体制及び訓練実施の有無
（過去１年間）

・災害時の配備要領または配備体制図等
・配備訓練実施計画に基づき落札候補者が訓練を実施した
ことを確認できる資料及び写真等

・左記資料の確認

実績の有無（過去５年間） ・災害時地域貢献に対しての国，県又は県内の市町村の証
明書（公印又は担当職員２名の記名押印）

・左記資料の確認

業務，体制等の工夫 ・資料不要

地域特性の理解度

減
点

・資料不要 ・発注者にて別途確認

※イントラ等の更新状況により，資料不要とあるものについても，資料の提出を求める場合があります。

別紙３　価格以外の評価項目における提出資料・確認方法

評価の視点

技
術
力

企業評価

社
会
性

労働福祉

災害時地域
貢献

・指定様式への記載の確認

不誠実な行為の有無

地
域
性

業
務
計
画
等

業務計画等

地域・貢献
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（様式－地１）

価格以外の評価項目及び評価基準
採用

配点 評価点 持点 選択 評価点 選択 評価点 評価点

1 ７５点未満または実績なし 0 0.00

2 ７５点以上７８点未満 1 0.45

3 ７８点以上８０点未満 2 0.90

4 ８０点以上８２点未満 3 1.35

5 ８２点以上 4 1.80

1 下記以外 0 0.00

2
業務箇所を所管する土木事務所管内に本社・本店が１０年以上２０年未満所
在

2 0.90

3 業務箇所を所管する土木事務所管内に本社・本店が２０年以上所在 4 1.80

1 下記以外 0 0.00

2 自社保有（リース含む）による建設機械保有台数が指定台数未満、1/2以上 2 0.90

3 自社保有（リース含む）による主要建設機械保有台数が指定台数台以上 4 1.80

1 下記以外 0 0.00

2 指定する区域に在住している技術職員数が指定人数未満、1/2以上 2 0.90

3 指定する地域に在住している技術職員数が指定人数以上 4 1.80

業務理解度 1 実績なし 0 0.00

2 実績あり 1 0.45

3 当該業務の受注実績あり 2 0.90

1 資格無し（実務経験） 0 0.00

2 2級土木施工管理技士 1 0.45

3 1級土木施工管理技士 2 0.90

小計 20 9.00 0.00 - 0.00

1 自社未導入 0 0.00

2 自社導入 2 0.75

1 未導入 0 0.00

2 導入済み 2 0.75

1 実績なし 0 0.00

2 ＩＣＴ活用証明書または週休２日証明書を取得 2 0.75

1 下記以外 0 0.00

2 本県が実施する「女性のチカラを活かす企業」で認証されている 2 0.75

小計 8 3.00 0.00 - 0.00

1 実績なし 0 0.00

2 市町村の管理する道路の除融雪業務の実績あり 2 0.85

3 県の管理する道路の除融雪業務の実績あり 4 1.69

4 上記かつ土木事務所管内での実績あり 6 2.54

1 実績なし 0 0.00

2 県または市町村の施設管理業務を１回以上３回未満の実績あり 2 0.85

3 県または市町村の施設管理業務を３回以上５回未満の実績あり 4 1.69

4 県または市町村の施設管理業務を５回以上の実績あり 6 2.54

1 実績なし 0 0.00

2 県のスマイルサポーターとしての実績あり 1 0.42

3 上記かつ業務箇所を所管する土木事務所管内での実績あり 2 0.85

1 防災協定なし 0 0.00

2 県以外（国、市町村）との防災協定（配備体制含む）あり 1 0.42

3 県との防災協定（配備体制含む）あり 2 0.85

4 上記かつ業務箇所を所管する土木管内に本社・本店あり 3 1.27

1 指定なし 0 0.00

2 災害対策基本法に基づく指定公共機関（国指定） 2 0.85

3 災害対策基本法に基づく指定地方公共機関（県指定） 4 1.69

1 実績なし 0 0.00

2 実績あり 1 0.42

1 実績なし 0 0.00

2 実績あり 2 0.85

3 実績ありかつ業務箇所を所管する土木事務所管内での実績あり 4 1.69

小計 26 11.00 0.00 - 0.00

1 業務、体制等の工夫 3.00 0.00 0.00

2 地域特性の理解度 4.00 0.00 0.00

小計 0.00 0.00

1 実績なし 0

2 文書での改善指示１回目（工事成績の減点措置１件） -2

3 文書での改善指示複数回目（工事成績の減点措置複数件） -8

合計 30.0 0.0 - 0.00

求める機械保有数 １５台以上、1/2は７台とする

技術職員の所在地と人数 仙台市（青葉区、太白区）に在住し１０人以上、1/2は５人とする

業務箇所を所管する土木事務所 仙台土木事務所

入札者入力欄 発注者入力欄

0.00

0.00

0.00

0.00

不誠実な行為の有無

0.00

災害対策基本法に基づく
指定地方公共機関等の
有無

協定の有無

-

-

-

-

-

企
業
評
価

業
務
計
画
等

0.00

女性活躍推進

-

地域貢献

実績の有無（過去５年間）

-

0.00

機械保有状況

-
社
会
性

0.00

退職一時金制度・企業年
金制度導入の有無

地理的条件

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00-

企業評価

-

-

-

0.00

0.00

0.00

-

国・県道の巡視を含む道路維持管理業務，当該業務の範囲は
平成●年度県道環０００００－００号●●道路管理業務委託（●工区）
平成●年度県道環０００００－００号●●道路管理業務委託（●工区）
平成●年度県道環０００００－００号●●道路管理業務委託（●工区）
平成●年度県道環０００００－００号●●道路管理業務委託（●工区）
平成●年度県道環０００００－００号●●道路管理業務委託（●工区）

0.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

評価点満点

7.2

7.0

5.1

0.9

企業評価

災害時地域貢献

3.0

11.0

0.00

0.00

0.00

労働福祉

生産性向上・働
き方改革

宮城県のスマイルサポー
ターとしての実績（過去５
年間）

業 務 番 号

0.0

0.0

0.0

5.9

1.5

評価項目

7.0

災害時の配備体制及び
訓練実施の有無（過去１
年間）

評価基準値

技術者が有する技術資格

建設業退職金共済制度
導入の有無

技術職員数

工事成績評定
(過去５年間の平均）

宮城県または県内市町村
の施設管理業務の実績
（過去５年間）

宮城県または県内市町村
の管理する道路の除融雪
業務の実績（過去５年間）

ＩＣＴ活用証明書・週休2日
証明書

評価の視点

技術者評価

9.0

地
域
性

同種業務の経験（過去５
年間）

会 社 名 業務理解度

0.0

0.0

30.0同種業務の条件

業 務 名

0.000.00

合計

不誠実な行為の有無

中計

施工計画等

災害時地域貢献

地域貢献

生産性向上・働き方改革

労働福祉

技術者評価

1.5

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
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（様式－地２）

視 点

1

記載無し 記載無し 記載無し 2

優 優 優 3

良 良 良

可 可 可 合 計

　不適切 　不適切 　不適切 評 価 点

業務計画（業務、体制等の工夫）
業 務 番 号

業 務 名

会 社 名

具体的な内容

小 項 目 １ 連絡体制の工夫（平常時・緊急時）

小 項 目 ３ 緊急時の初動体制

小 項 目 ２ 安全確保への配慮

具体的な内容

具体的な内容

小項目1 小項目2 小項目3

点数評 価 の 視 点

0

0

評
価

0

0

0
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（様式－地２）

視 点

1

記載無し 記載無し 記載無し 2

優 優 優 3

良 良 良

可 可 可 合 計

　不適切 　不適切 　不適切 評 価 点

会 社 名

業務計画（地域特性の理解度）
業 務 番 号

業 務 名

小 項 目 １ 現場条件の把握

具体的な内容

小 項 目 ２ 現場条件への対応

具体的な内容

小 項 目 ３ 地域住民視点からの工夫

具体的な内容

0

0

評 価 の 視 点

評
価

点数

小項目1 小項目2 小項目3 0

0

0

22



（参考資料－１）

資格・実績，社会的責任，地域貢献の状況

工事成績評定
(過去５年間の平均）

点
本社（本
店）所在地

所在年数 年

機械保有状況（リース含む） 技術職員数

業務名称

発注機関 業務場所

業務概要

技術者氏名 職名

所属会社名

資格名 登録番号

労
働

福
祉

建設業退職金共済制度
導入の有無

ＩＣＴ活用証明書番号 証明日

週休2日実施証明書番号 証明日

女性活躍・働き方改革推進
事業者登録番号

登録有効期間

発注者名 契約年月日

契約名称

発注者名 契約年月日

契約名称

区分 活動市町村

団体名 認定年月日

協定者：甲

協定者：乙

指定地方公共機関等団体名

災害時の配備体制及び訓練
内容

災害時における地域貢献

番号 氏名

例 宮城　太郎 仙台市青葉区

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

合計 人

技
術
職
員
数

業 務 名 ：

会 社 名 ：

企
業

評
価

技
術
者

評
価

住所（確認に必要な最小限の住所） 職名

主任技術者

TRUE

企
業
評
価

導入
退職一時金制度・企業年金
制度導入の有無

導入

生
産
性
向
上

働
き
方
改
革

台 人

防災協定内容

社
会
性

地
域
貢
献

業
務

理
解
度

地
域
性

県
内
で
の
災
害
時
に
お

け
る
地
域
貢
献
の
実
績

県又は県内市町村の管理す
る道路の除融雪業務の実績

県又は県内市町村の施設管
理業務の実績

宮城県のスマイルサポー
ターとしての実績
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（参考資料－２）

災害時対応の実績説明資料

業 務 名

会 社 名

項 目

実 績 の 有 無

配備体制図，要領等

訓 練 実 施 日 時

訓練実績を説明する
資 料

配備訓練の実施内容
（具体的に）

当該項目について実績を有していない場合は提出を要しない。

災害時の配備体制及び訓練実施の有無
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参考資料 土木事務所および管内市町村一覧

気仙沼土木事務所

登米地域事務所

栗原地域事務所

北部土木事務所

東部土木事務所

仙台土木事務所

大河原土木事務所

土木事務所 管内市町村一覧

1 大河原土木事務所 白石市，角田市，蔵王町，七ヶ宿町，大河原町，村田町，柴田町，川崎町，丸森町

2 仙台土木事務所
仙台市，塩竈市，名取市，多賀城市，岩沼市，富谷市，亘理町，山元町，松島町，七ヶ浜町，利府町，
大和町，大郷町，大衡村

3 北部土木事務所 大崎市，色麻町，加美町，涌谷町，美里町

4 北部土木事務所栗原地域事務所 栗原市

5 東部土木事務所 石巻市，東松島市，女川町

6 東部土木事務所登米地域事務所 登米市

7 気仙沼土木事務所 気仙沼市，南三陸町
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WTO

WTO

WTO
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30



3

4

5

5 50

7
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総
合

評
価

結
果

一
覧

表
（
地

域
維

持
業

務
）
　

入
札

者
数

：
1社

満
点

＼
会

社
名

企
業

評
価

7
.2

業
務

理
解

度
0
.9

技
術

者
評

価
0
.9

労
働

福
祉

1
.5

生
産

性
向

上
・働

き
方

改
革

1
.5

地
域

貢
献

5.
93

県
内

で
の

災
害

時
に

お
け

る
地

域
貢

献
の

実
績

5.
07 7

30

入
札

価
格

(円
）

入
札

率
（％

）
価

格
評

価
点

（Ｂ
）

70
.0

0

総
合

評
価

点
　

（Ａ
）＋

（
Ｂ

）
総

合
評

価
点

順
位

落
札

者

理
由

　
本
総
合
評
価
落
札
方
式
に
お
け
る
価
格
以
外
の
評
価
点
の
う
ち
、
企
業
評
価
、
技
術
者
評

価
、
は
入
札
者
の
申
告
点
を
最
大
点
と
し
、
総
合
評
価
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
総
合
評
価
点
の
最
上
位
者
よ
り
申
告
内
容
を
証
明
す
る
裏
付
け
資
料
の
提
出
を

受
け
、
そ
の
内
容
が
確
認
さ
れ
れ
ば
次
点
以
下
の
者
が
落
札
者
の
総
合
評
価
点
を
上
回
る
こ
と

は
な
い
た
め
、
落
札
者
と
し
て
決
定
し
て
い
ま
す
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
落
札
者
を
除
く
入
札
者
は
、
申
告
内
容
の
確
認
審
査
（
「
実
施
方
針
」
又

は
「
技
術
提
案
」
を
除
く
）
を
し
て
い
な
い
た
め
、
総
合
評
価
点
は
確
定
値
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。

価
格

に
関

す
る

評
価

総
合

評
価

評
価

の
視

点

地
域

性
価

格
以

外
の

評
価

社
会

性

価
格

以
外

の
評

価
合

計
（Ａ

）

企
業

評
価

業
務

計
画

等
不

誠
実

な
行

為
の

有
無

公
表

用

総
合

評
価

を
適

用
す

る
理

由
0

予
定

価
格

課
名

又
は

公
所

名
業

務
番

号
業

務
名

0 0 0 0
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